
○ 佐 倉 市 下 水 道 条 例 施 行 規 則 （ 案 ） （ 昭 和 四 十 八 年 六 月 二 十 日 規 則 二 十 一 号 ） 

新 旧 
（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 佐 倉 市 下 水 道 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 佐 倉 市 条 例 第 十 三 号 の

二 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。
第 一 条 こ の 規 則 は 、 佐 倉 市 下 水 道 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 佐 倉 市 条 例 第 十 三 号 の

二 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 排 水 設 備 等 の 接 続 方 法 ） （ 排 水 設 備 等 の 接 続 方 法 ） 

第 二 条 条 例 第 三 条 及 び 第 四 条 に 規 定 す る 排 水 設 備 の 接 続 方 法 は 、 次 の 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ ら な け れ ば な ら な い 。 

第 二 条 条 例 第 三 条 及 び 第 四 条 に 規 定 す る 排 水 設 備 の 接 続 方 法 は 、 次 の 各 号 に

よ ら な け れ ば な ら な い 。 

一 汚 水 を 排 除 す る た め の 排 水 設 備 は 、 汚 水 ま す の イ ン バ ー ト 上 流 端 の 接 孔

と 、 管 底 高 と に く い ち が い の 生 じ な い よ う 、 か つ 、 ま す の 内 壁 に 突 き 出 さ

な い よ う 差 し 入 れ 、 そ の 周 囲 を モ ル タ ル で 埋 め 、 内 外 面 の 上 塗 り 仕 上 げ を

す る こ と 。 

一 汚 水 を 排 除 す る た め の 排 水 設 備 は 、 汚 水 ま す の イ ン バ ー ト 上 流 端 の 接 孔

と 、 管 底 高 と に く い ち が い の 生 じ な い よ う 、 か つ 、 ま す の 内 壁 に 突 き 出 さ

な い よ う 差 し 入 れ 、 そ の 周 囲 を モ ル タ ル で 埋 め 、 内 外 面 の 上 塗 り 仕 上 げ を

す る こ と 。 

二 雨 水 の み を 排 除 す る た め の 排 水 設 備 は 、 雨 水 ま す の 取 付 管 の 管 底 高 以 上

の 箇 所 に 、 所 定 の 孔 を あ け 、 ま す の 内 壁 に 突 き 出 さ な い よ う 差 し 入 れ 、 そ

の 周 囲 を モ ル タ ル で 埋 め 内 外 面 の 上 塗 り 仕 上 げ を す る こ と 。 

二 雨 水 の み を 排 除 す る た め の 排 水 設 備 は 、 雨 水 ま す の 取 付 管 の 管 底 高 以 上

の 箇 所 に 、 所 定 の 孔 を あ け 、 ま す の 内 壁 に 突 き 出 さ な い よ う 差 し 入 れ 、 そ

の 周 囲 を モ ル タ ル で 埋 め 内 外 面 の 上 塗 り 仕 上 げ を す る こ と 。 

三 取 付 け ま す は 、 排 水 設 備 と 公 共 下 水 道 取 付 管 と の 接 続 箇 所 に 設 け 、 そ の

位 置 は 排 水 設 備 義 務 者 の 土 地 に 接 す る 車 道 を 除 く 公 道 部 分 と す る 。 た だ し 、

市 長 が 施 行 上 や む を 得 な い と 認 め た 場 合 は 、 そ の 位 置 を 指 定 す る も の と す

る 。 

三 取 付 け ま す は 、 排 水 設 備 と 公 共 下 水 道 取 付 管 と の 接 続 箇 所 に 設 け 、 そ の

位 置 は 排 水 設 備 義 務 者 の 土 地 に 接 す る 車 道 を 除 く 公 道 部 分 と す る 。 た だ し 、

市 長 が 施 行 上 や む を 得 な い と 認 め た 場 合 は 、 そ の 位 置 を 指 定 す る も の と す

る 。 

（ 排 水 設 備 の 構 造 基 準 ） （ 排 水 設 備 の 構 造 基 準 ） 

第 三 条 排 水 設 備 の 構 造 基 準 は 、 法 令 の 規 定 に よ る ほ か 、 次 の 各 号 に 定 め る と

こ ろ に よ ら な け れ ば な ら な い 。 

第 三 条 排 水 設 備 の 構 造 基 準 は 、 法 令 の 規 定 に よ る ほ か 、 次 の 各 号 に よ ら な け

れ ば な ら な い 。 

一 水 洗 便 所 、 台 所 、 浴 場 及 び 洗 濯 場 等 の 汚 水 流 出 箇 所 に は 防 臭 装 置 を 取 付

け る こ と 。 

一 水 洗 便 所 、 台 所 、 浴 場 及 び 洗 濯 場 等 の 汚 水 流 出 箇 所 に は 防 臭 装 置 を 取 付

け る こ と 。 

二 防 臭 装 置 の 封 水 が 、 サ イ ホ ン 作 用 又 は 逆 流 に よ つ て 破 ら れ る お そ れ が あ

る と 認 め ら れ る と き は 、 通 気 管 を 設 け る こ と 。 

二 防 臭 装 置 の 封 水 が 、 サ イ ホ ン 作 用 又 は 逆 流 に よ つ て 破 ら れ る お そ れ が あ

る と 認 め ら れ る と き は 、 通 気 管 を 設 け る こ と 。 

三 台 所 、 浴 場 及 び 洗 濯 場 等 の 汚 水 流 出 口 に は 塵 芥 そ の 他 固 形 物 の 流 下 を と

め る た め に 有 効 な ス ト レ ー ナ ー も し く は 、 幅 一 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の 格 子

又 は 金 網 を 設 け る こ と 。 

三 台 所 、 浴 場 及 び 洗 濯 場 等 の 汚 水 流 出 口 に は 塵 芥 そ の 他 固 形 物 の 流 下 を と

め る た め に 有 効 な ス ト レ ー ナ ー も し く は 、 幅 一 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の 格 子

又 は 金 網 を 設 け る こ と 。 

四 排 水 管 の 土 か ぶ り は 、 公 道 内 で は 七 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、 私 道 内 で

は 四 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 （ 幅 員 が 四 メ ー ト ル 以 上 の 私 道 に あ つ て は 、

七 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 ） 宅 地 内 で は 、 二 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 を 標 準

と す る こ と 。 

四 排 水 管 の 土 か ぶ り は 、 公 道 内 で は 七 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、 私 道 内 で

は 四 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 （ 幅 員 が 四 メ ー ト ル 以 上 の 私 道 に あ つ て は 、

七 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 ） 宅 地 内 で は 、 二 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 を 標 準

と す る こ と 。 

五 地 下 室 そ の 他 、 下 水 の 自 然 流 下 が 充 分 で な い 場 所 に お け る 排 水 は 、 ポ ン 五 地 下 室 そ の 他 、 下 水 の 自 然 流 下 が 充 分 で な い 場 所 に お け る 排 水 は 、 ポ ン



プ 施 設 を 設 け て 行 な う こ と 。 こ の 場 合 に お け る ポ ン プ 施 設 は 、 下 水 が 逆 流

し な い よ う な 構 造 の も の で あ る こ と 。 

プ 施 設 を 設 け て 行 な う こ と 。 こ の 場 合 に お け る ポ ン プ 施 設 は 、 下 水 が 逆 流

し な い よ う な 構 造 の も の で あ る こ と 。 
六 水 洗 便 所 の た め の 洗 浄 装 置 は 、 次 の 表 に 定 め る 。 六 水 洗 便 所 の た め の 洗 浄 装 置 は 、 次 の 表 に 定 め る 。 

 種 別 一 回 の 洗 浄 水 量 洗 浄 管 の 内 径   種 別 一 回 の 洗 浄 水 量 洗 浄 管 の 内 径  

 小 便 器 三 リ ツ ト ル 以 上 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上  小 便 器 三 リ ツ ト ル 以 上 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上  

大 便 器 十 二 リ ツ ト ル 以 上 三 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上  大 便 器 十 二 リ ツ ト ル 以 上 三 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上  

七 排 水 管 で あ る 構 造 部 分 の 次 に 掲 げ る 箇 所 に は 、 ま す を 設 け る こ と 。 七 排 水 管 で あ る 構 造 部 分 の 次 に 掲 げ る 箇 所 に は 、 ま す を 設 け る こ と 。 

ア 排 水 管 の 始 点 、 集 合 も し く は 屈 曲 箇 所 、 又 は 内 径 、 勾 配 も し く は 材 質

の 異 な る 接 続 箇 所 。 た だ し 、 排 水 管 の 清 掃 に 支 障 の な い と き は 、 そ の 箇

所 に 応 じ て 枝 付 管 、 又 は 曲 管 等 を 用 い 又 は 掃 除 口 を 設 け て 、 こ れ に 代 え

る こ と が で き る 。 

ア 排 水 管 の 始 点 、 集 合 も し く は 屈 曲 箇 所 、 又 は 内 径 、 勾 配 も し く は 材 質

の 異 な る 接 続 箇 所 。 た だ し 、 排 水 管 の 清 掃 に 支 障 の な い と き は 、 そ の 箇

所 に 応 じ て 枝 付 管 、 又 は 曲 管 等 を 用 い 又 は 掃 除 口 を 設 け て 、 こ れ に 代 え

る こ と が で き る 。 

イ 排 水 管 の 延 長 が 、 そ の 内 径 の 百 二 十 倍 を こ え な い 範 囲 内 に お い て 、 排

水 管 の 清 掃 上 適 当 な 箇 所 

イ 排 水 管 の 延 長 が 、 そ の 内 径 の 百 二 十 倍 を こ え な い 範 囲 内 に お い て 、 排

水 管 の 清 掃 上 適 当 な 箇 所 

八 ま す は 、 排 水 管 の 内 径 及 び 埋 設 深 度 等 に 応 じ 、 排 水 管 の 清 掃 に 支 障 の な

い 大 き さ と す る こ と 。 

八 ま す は 、 排 水 管 の 内 径 及 び 埋 設 深 度 等 に 応 じ 、 排 水 管 の 清 掃 に 支 障 の な

い 大 き さ と す る こ と 。 

（ 排 水 設 備 等 の 確 認 申 請 ） （ 排 水 設 備 等 の 確 認 申 請 ） 

第 四 条 条 例 第 五 条 各 項 の 規 定 に よ る 届 け 出 に 際 し て は 、 設 計 書 、 案 内 書 、 平

面 図 及 び 構 造 図 を 添 付 す る も の と す る 。 

第 四 条 条 例 第 五 条 各 項 の 規 定 に よ る 届 け 出 に 際 し て は 、 設 計 書 、 案 内 書 、 平

面 図 及 び 構 造 図 を 添 付 す る も の と す る 。 

２ 前 項 の 平 面 図 は 、 縮 尺 二 百 分 の 一 と し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 表 示 を す る も の

と す る 。 

２ 前 項 の 平 面 図 は 、 縮 尺 二 百 分 の 一 と し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 表 示 を す る も の

と す る 。 

一 申 請 地 の 境 界 、 面 積 、 申 請 地 付 近 の 道 路 及 び 公 共 下 水 道 施 設 の 位 置 一 申 請 地 の 境 界 、 面 積 、 申 請 地 付 近 の 道 路 及 び 公 共 下 水 道 施 設 の 位 置 

二 建 物 の 区 画 、 台 所 、 水 洗 便 所 及 び 浴 室 、 そ の 他 排 水 施 設 の 位 置 二 建 物 の 区 画 、 台 所 、 水 洗 便 所 及 び 浴 室 、 そ の 他 排 水 施 設 の 位 置 

三 管 渠 の 配 置 、 形 状 寸 法 及 び 勾 配 三 管 渠 の 配 置 、 形 状 寸 法 及 び 勾 配 

四 縦 断 面 の 縮 尺 は 、 横 二 百 分 の 一 と し 縦 は 二 十 分 の 一 と す る 。 四 縦 断 面 の 縮 尺 は 、 横 二 百 分 の 一 と し 縦 は 二 十 分 の 一 と す る 。 

（ 総 代 人 の 選 定 ） （ 総 代 人 の 選 定 ） 

第 五 条 条 例 第 五 条 の 規 定 に よ る 届 け 出 で 、 排 水 設 備 を 共 同 で 設 置 す る 場 合 は 、

総 代 人 を 選 定 し 、 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 
第 五 条 条 例 第 五 条 の 規 定 に よ る 届 け 出 で 、 排 水 設 備 を 共 同 で 設 置 す る 場 合 は 、

総 代 人 を 選 定 し 、 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

（ 悪 質 下 水 の 届 け 出 ） （ 悪 質 下 水 の 届 け 出 ） 

第 六 条 条 例 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 悪 質 下 水 の 排 除 の 開 始 等 の 届 け 出 は 、 悪 質

下 水 排 除 開 始 （ 再 開 ） 届 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 

第 六 条 条 例 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 悪 質 下 水 の 排 除 の 開 始 等 の 届 け 出 は 、 悪 質

下 水 排 除 開 始 （ 再 開 ） 届 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 

（ 除 害 施 設 工 事 の 検 査 等 ） （ 除 害 施 設 工 事 の 検 査 等 ） 

第 七 条 悪 質 下 水 除 害 施 設 の 工 事 が 完 了 し た と き は 、 工 事 完 了 の 日 か ら 五 日 以

内 に 市 長 に 届 け 出 て 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

第 七 条 悪 質 下 水 除 害 施 設 の 工 事 が 完 了 し た と き は 、 工 事 完 了 の 日 か ら 五 日 以

内 に 市 長 に 届 け 出 て 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

２ 市 長 は 、 前 項 の 検 査 の 結 果 、 合 格 し て い る と 認 め ら れ る と き は 、 検 査 済 証 ２ 市 長 は 、 前 項 の 検 査 の 結 果 、 合 格 し て い る と 認 め ら れ る と き は 、 検 査 済 証



を 交 付 す る 。 を 交 付 す る 。 
（ 排 水 設 備 等 の 工 事 の 施 行 ） （ 排 水 設 備 等 の 工 事 の 施 行 ） 

第 八 条 排 水 設 備 等 の 新 設 等 の 工 事 は 、 当 該 工 事 に つ い て 技 能 を 有 す る 者 と し

て 、 市 長 が 指 定 し た 者 （ 以 下 「 指 定 排 水 設 備 工 事 業 者 」 と い う 。 ） が 施 行 す

る も の と す る 。 

第 八 条 排 水 設 備 等 の 新 設 等 の 工 事 は 、 当 該 工 事 に つ い て 技 能 を 有 す る 者 と し

て 、 市 長 が 指 定 し た 者 （ 以 下 「 指 定 排 水 設 備 工 事 業 者 」 と い う 。 ） が 施 行 す

る も の と す る 。 

２ 指 定 排 水 設 備 工 事 業 者 は 、 工 事 施 行 前 に 工 事 材 料 の 検 査 を 受 け 、 か つ 、 第

四 条 の 規 定 に よ り 確 認 を 受 け た 書 類 に 基 づ き 、 工 事 を 施 行 し な け れ ば な ら な

い 。 

２ 指 定 排 水 設 備 工 事 業 者 は 、 工 事 施 行 前 に 工 事 材 料 の 検 査 を 受 け 、 か つ 、 第

四 条 の 規 定 に よ り 確 認 を 受 け た 書 類 に 基 づ き 、 工 事 を 施 行 し な け れ ば な ら な

い 。 

（ 排 水 設 備 等 の 工 事 の 検 査 ） （ 排 水 設 備 等 の 工 事 の 検 査 ） 

第 九 条 指 定 排 水 設 備 工 事 業 者 が 、 当 該 工 事 を 完 了 し た と き は 、 工 事 の 完 了 し

た 日 か ら 使 用 材 料 を 記 入 し た 完 工 図 を 添 え て 、 五 日 以 内 に そ の 旨 を 市 長 に 届

け 出 て 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

第 九 条 指 定 排 水 設 備 工 事 業 者 が 、 当 該 工 事 を 完 了 し た と き は 、 工 事 の 完 了 し

た 日 か ら 使 用 材 料 を 記 入 し た 完 工 図 を 添 え て 、 五 日 以 内 に そ の 旨 を 市 長 に 届

け 出 て 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 検 査 に 合 格 し た と き は 、 市 長 は 当 該 排 水 設 備 等 の 新 設 等 を 行 な つ た

者 に 対 し 検 査 済 証 を 交 付 す る 。 

２ 前 項 の 検 査 に 合 格 し た と き は 、 市 長 は 当 該 排 水 設 備 等 の 新 設 等 を 行 な つ た

者 に 対 し 検 査 済 証 を 交 付 す る 。 

（ 水 道 水 以 外 の 汚 水 排 除 量 の 認 定 ） （ 水 道 水 以 外 の 汚 水 排 除 量 の 認 定 ） 

第 十 条 条 例 第 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 水 道 水 以 外 の 水 を 使 用 し た と き の そ の

汚 水 量 の 認 定 は 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

第 十 条 条 例 第 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 水 道 水 以 外 の 水 を 使 用 し た と き の そ の

汚 水 量 の 認 定 は 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

一 水 道 水 以 外 の 水 を 家 事 に の み 使 用 す る 場 合 に つ い て は 、 世 帯 人 口 一 人 に

つ き 、 一 か 月 八 立 方 メ ー ト ル の 汚 水 の 排 除 量 と み な す 。 

一 水 道 水 以 外 の 水 を 家 事 に の み 使 用 す る 場 合 に つ い て は 、 世 帯 人 口 一 人 に

つ き 、 一 か 月 八 立 方 メ ー ト ル の 汚 水 の 排 除 量 と み な す 。 

二 前 号 の 場 合 に お い て 、 水 道 水 を 併 用 し て い る と き は 、 前 号 の 規 定 に よ り

算 出 し た 量 の 二 分 の 一 を も つ て 、 そ の 排 除 量 と み な す 。 

二 前 号 の 場 合 に お い て 、 水 道 水 を 併 用 し て い る と き は 、 前 号 の 規 定 に よ り

算 出 し た 量 の 二 分 の 一 を も つ て 、 そ の 排 除 量 と み な す 。 

三 水 道 水 以 外 の 水 を 家 事 以 外 に 使 用 さ れ る も の 、 並 び に 家 事 及 び 家 事 以 外

に 使 用 さ れ る も の に つ い て は 、 世 帯 人 口 、 業 態 、 揚 水 設 備 、 使 用 状 況 、 そ

の 他 の 事 実 を 考 慮 し て そ の 排 除 量 を 認 定 す る 。 

三 水 道 水 以 外 の 水 を 家 事 以 外 に 使 用 さ れ る も の 、 並 び に 家 事 及 び 家 事 以 外

に 使 用 さ れ る も の に つ い て は 、 世 帯 人 口 、 業 態 、 揚 水 設 備 、 使 用 状 況 、 そ

の 他 の 事 実 を 考 慮 し て そ の 排 除 量 を 認 定 す る 。 

四 動 力 式 揚 水 設 備 に よ る も の に つ い て は 、 条 例 第 十 三 条 第 二 項 の 一 に 規 定

す る 計 量 の た め の 装 置 に よ る ほ か 、 必 要 に 応 じ 前 号 に 定 め る 世 帯 人 口 、 そ

の 他 の 事 実 を 考 慮 し て そ の 汚 水 量 を 認 定 す る 。 
四 動 力 式 揚 水 設 備 に よ る も の に つ い て は 、 条 例 第 十 三 条 第 二 項 の 一 に 規 定

す る 計 量 の た め の 装 置 に よ る ほ か 、 必 要 に 応 じ 前 号 に 定 め る 世 帯 人 口 、 そ

の 他 の 事 実 を 考 慮 し て そ の 汚 水 量 を 認 定 す る 。 

五 動 力 式 揚 水 設 備 を 備 え 、 営 業 の 用 に 供 す る も の に つ い て 、 市 長 が 必 要 が

あ る と 認 め る 場 合 は 、 計 量 装 置 を 取 り 付 け 、 そ の 数 値 に よ り 使 用 水 量 を 算

定 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 使 用 者 は 、 設 置 さ れ た 装 置 を 善 良 な 管 理 者 の

注 意 を も つ て 保 管 し な け れ ば な ら な い 。 

五 動 力 式 揚 水 設 備 を 備 え 、 営 業 の 用 に 供 す る も の に つ い て 、 市 長 が 必 要 が

あ る と 認 め る 場 合 は 、 計 量 装 置 を 取 り 付 け 、 そ の 数 値 に よ り 使 用 水 量 を 算

定 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 使 用 者 は 、 設 置 さ れ た 装 置 を 善 良 な 管 理 者 の

注 意 を も つ て 保 管 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 中 途 使 用 等 の 場 合 の 使 用 料 の 算 定 方 法 ） （ 中 途 使 用 等 の 場 合 の 使 用 料 の 算 定 方 法 ） 

第 十 一 条 条 例 第 十 三 条 第 三 項 に 規 定 す る 使 用 月 の 中 途 に お い て 公 共 下 水 道 の

使 用 を 開 始 し 、 休 止 し 、 又 は 廃 止 し た 場 合 の 使 用 料 の 算 定 方 法 は 、 同 条 第 一

項 及 び 条 例 第 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 が あ ら か じ め 定 め

第 十 一 条 条 例 第 十 三 条 第 三 項 に 規 定 す る 使 用 月 の 中 途 に お い て 公 共 下 水 道 の

使 用 を 開 始 し 、 休 止 し 、 又 は 廃 止 し た 場 合 の 使 用 料 の 算 定 方 法 は 、 同 条 第 一

項 及 び 条 例 第 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 が あ ら か じ め 定 め



た 隔 月 の 一 の 定 例 日 （ 以 下 「 定 例 日 」 と い う 。 ） か ら 次 の 定 例 日 ま で の 二 月

内 に お い て 、 次 の 各 号 に 定 め る 公 共 下 水 道 の 使 用 期 間 （ 以 下 「 使 用 期 間 」 と

い う 。 ） の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 月 分 の 使 用 料 と し 、 第 三 項 に 定 め

る 基 本 使 用 料 及 び 第 四 項 に 定 め る 超 過 使 用 料 の 合 計 額 に 百 分 の 百 五 を 乗 じ て

得 た 額 と す る 。 た だ し 、 当 該 百 分 の 百 五 を 乗 じ て 得 た 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が

あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。 

た 隔 月 の 一 の 定 例 日 （ 以 下 「 定 例 日 」 と い う 。 ） か ら 次 の 定 例 日 ま で の 二 月

内 に お い て 、 次 の 各 号 に 定 め る 公 共 下 水 道 の 使 用 期 間 （ 以 下 「 使 用 期 間 」 と

い う 。 ） の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 月 分 の 使 用 料 と し 、 第 三 項 に 定 め

る 基 本 使 用 料 及 び 第 四 項 に 定 め る 超 過 使 用 料 の 合 計 額 に 百 分 の 百 五 を 乗 じ て

得 た 額 と す る 。 た だ し 、 当 該 百 分 の 百 五 を 乗 じ て 得 た 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が

あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。 

一 使 用 期 間 が 三 十 一 日 以 下 一 月 分 一 使 用 期 間 が 三 十 一 日 以 下 一 月 分 

二 使 用 期 間 が 三 十 二 日 以 上 二 月 分 二 使 用 期 間 が 三 十 二 日 以 上 二 月 分 

２ 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 期 間 と す る 。 

２ 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 期 間 と す る 。 

一 定 例 日 の 翌 日 以 降 に 使 用 を 開 始 し 、 次 の 定 例 日 ま で 使 用 を 継 続 し て い る

場 合 使 用 を 開 始 し た 日 か ら 起 算 し 、 次 の 定 例 日 ま で の 期 間 

一 定 例 日 の 翌 日 以 降 に 使 用 を 開 始 し 、 次 の 定 例 日 ま で 使 用 を 継 続 し て い る

場 合 使 用 を 開 始 し た 日 か ら 起 算 し 、 次 の 定 例 日 ま で の 期 間 

二 定 例 日 ま で 使 用 を 継 続 し 、 そ の 翌 日 か ら 次 の 定 例 日 の 前 日 ま で に 使 用 を

休 止 し 、 又 は 廃 止 し た 場 合 定 例 日 の 翌 日 か ら 起 算 し 、 使 用 を 休 止 し 、 又

は 廃 止 し た 日 ま で の 期 間 

二 定 例 日 ま で 使 用 を 継 続 し 、 そ の 翌 日 か ら 次 の 定 例 日 の 前 日 ま で に 使 用 を

休 止 し 、 又 は 廃 止 し た 場 合 定 例 日 の 翌 日 か ら 起 算 し 、 使 用 を 休 止 し 、 又

は 廃 止 し た 日 ま で の 期 間 

三 定 例 日 の 翌 日 以 降 に 使 用 を 開 始 し 、 次 の 定 例 日 の 前 日 ま で に 使 用 を 休 止

し 、 又 は 廃 止 し た 場 合 使 用 を 開 始 し た 日 か ら 起 算 し 、 使 用 を 休 止 し 、 又

は 廃 止 し た 日 ま で の 期 間 

三 定 例 日 の 翌 日 以 降 に 使 用 を 開 始 し 、 次 の 定 例 日 の 前 日 ま で に 使 用 を 休 止

し 、 又 は 廃 止 し た 場 合 使 用 を 開 始 し た 日 か ら 起 算 し 、 使 用 を 休 止 し 、 又

は 廃 止 し た 日 ま で の 期 間 

３ 使 用 月 の 中 途 に お い て 公 共 下 水 道 の 使 用 を 開 始 し 、 休 止 し 、 又 は 廃 止 し た

場 合 に お け る 基 本 使 用 料 は 、 次 の 表 に 定 め る 使 用 期 間 及 び 使 用 者 が 排 除 し た

汚 水 の 量 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 に 定 め る 額 と す る 。 

３ 使 用 月 の 中 途 に お い て 公 共 下 水 道 の 使 用 を 開 始 し 、 休 止 し 、 又 は 廃 止 し た

場 合 に お け る 基 本 使 用 料 は 、 次 の 表 に 定 め る 使 用 期 間 及 び 使 用 者 が 排 除 し た

汚 水 の 量 の 区 分 に 応 じ 、 同 表 に 定 め る 額 と す る 。 

 

使 用 期 間 

使 用 者 が 排 除 し た

汚 水 の 量 

基 本 使 用 料 
  

使 用 期 間 

使 用 者 が 排 除 し た

汚 水 の 量 

基 本 使 用 料 
 

 十 五 日 以 下 五 立 方 メ ー ト ル 以

下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 〇 ・ 五

月 分 に 相 当 す る 額 

  十 五 日 以 下 五 立 方 メ ー ト ル 以

下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 〇 ・ 五

月 分 に 相 当 す る 額 

 

   五 立 方 メ ー ト ル を

超 え 十 立 方 メ ー ト

ル 以 下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 額 

    五 立 方 メ ー ト ル を

超 え 十 立 方 メ ー ト

ル 以 下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 額 

 

 十 六 日 以 上 三 十 一

日 以 下 

十 立 方 メ ー ト ル 以

下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 額 

  十 六 日 以 上 三 十 一

日 以 下 

十 立 方 メ ー ト ル 以

下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 額 

 

 三 十 二 日 以 上 四 十

六 日 以 下 

十 五 立 方 メ ー ト ル

以 下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 一 ・ 五

月 分 に 相 当 す る 額 

  三 十 二 日 以 上 四 十

六 日 以 下 

十 五 立 方 メ ー ト ル

以 下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 一 ・ 五

月 分 に 相 当 す る 額 

 



   十 五 立 方 メ ー ト ル

を 超 え 二 十 立 方 メ

ー ト ル 以 下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 二 月 分

に 相 当 す る 額 

    十 五 立 方 メ ー ト ル

を 超 え 二 十 立 方 メ

ー ト ル 以 下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 二 月 分

に 相 当 す る 額 

 

 四 十 七 日 以 上 二 十 立 方 メ ー ト ル

以 下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 二 月 分

に 相 当 す る 額 

  四 十 七 日 以 上 二 十 立 方 メ ー ト ル

以 下 

条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 基 本 使 用 料 の 二 月 分

に 相 当 す る 額 

 

４ 使 用 月 の 中 途 に お い て 公 共 下 水 道 の 使 用 を 開 始 し 、 休 止 し 、 又 は 廃 止 し た

場 合 に お け る 超 過 使 用 料 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 使 用 期 間 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 と す る 。 

４ 使 用 月 の 中 途 に お い て 公 共 下 水 道 の 使 用 を 開 始 し 、 休 止 し 、 又 は 廃 止 し た

場 合 に お け る 超 過 使 用 料 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 使 用 期 間 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 と す る 。 

一 使 用 期 間 が 三 十 一 日 以 下 使 用 者 が 排 除 し た 汚 水 の 量 に 応 じ 、 条 例 第 十

三 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 表 を 適 用 し 、 算 定 し た 額 

一 使 用 期 間 が 三 十 一 日 以 下 使 用 者 が 排 除 し た 汚 水 の 量 に 応 じ 、 条 例 第 十

三 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 表 を 適 用 し 、 算 定 し た 額 

二 使 用 期 間 が 三 十 二 日 以 上 使 用 者 が 排 除 し た 汚 水 の 量 は 各 月 等 量 （ 一 月

分 の 汚 水 の 量 に 一 立 方 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 当 該 端 数 を い

ず れ か 一 方 の 月 の 汚 水 の 量 に 加 え る も の と す る 。 ） と み な し 、 当 該 各 月 の

汚 水 の 量 に 応 じ 、 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 表 を 適 用 し 、 算 出

し た 額 の 合 計 額 

二 使 用 期 間 が 三 十 二 日 以 上 使 用 者 が 排 除 し た 汚 水 の 量 は 各 月 等 量 （ 一 月

分 の 汚 水 の 量 に 一 立 方 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 当 該 端 数 を い

ず れ か 一 方 の 月 の 汚 水 の 量 に 加 え る も の と す る 。 ） と み な し 、 当 該 各 月 の

汚 水 の 量 に 応 じ 、 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 表 を 適 用 し 、 算 出

し た 額 の 合 計 額 

（ 生 活 環 境 の 保 全 又 は 人 の 健 康 の 保 護 に 支 障 が 生 ず る お そ れ の な い 排 水 施 設

又 は 処 理 施 設 ） 

 

第 十 一 条 の 二 条 例 第 十 四 条 の 四 第 三 号 （ 条 例 第 十 四 条 の 七 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 排 水 施 設 及 び 処 理 施 設 （ こ れ ら を 補 完 す

る 施 設 を 含 む 。 ） は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。 

 

一 排 水 管 そ の 他 の 下 水 が 飛 散 し 、 及 び 人 が 立 ち 入 る お そ れ の な い 構 造 の も の  

二 人 が 立 ち 入 る こ と が 予 定 さ れ る 部 分 を 有 す る 場 合 に は 、 当 該 部 分 を 流 化 す

る 下 水 の 上 流 端 に お け る 水 質 が 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る も の 

 

イ 下 水 道 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 四 年 政 令 第 百 四 十 七 号 ） 第 六 条 に 規 定 す る 基

準 

 

ロ 大 腸 菌 が 検 出 さ れ な い こ と 。  

ハ 濁 度 が 二 度 以 下 で あ る こ と 。  

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 周 辺 の 土 地 利 用 の 状 況 、 当 該 施 設 に 係 る 下 水

の 水 質 そ の 他 の 状 況 か ら み て 、 生 活 環 境 の 保 全 又 は 人 の 健 康 の 保 護 に 支 障 が

生 ず る お そ れ が な い と 認 め ら れ る も の 

 

２ 前 項 第 二 号 ロ 及 び ハ に 規 定 す る 基 準 は 、 下 水 道 法 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 建

設 省 令 第 三 十 七 号 ） 第 四 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 方

法 に よ り 検 定 し た 場 合 に お け る 検 出 値 に よ る も の と す る 。 

 



（ 地 震 に よ つ て 下 水 の 排 除 及 び 処 理 に 支 障 が 生 じ な い よ う 講 ず る 措 置 ）  
第 十 一 条 の 三 条 例 第 十 四 条 の 四 第 五 号 （ 条 例 第 十 九 条 の 二 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 措 置 は 、 排 水 施 設 及 び 処 理 施 設 （ こ れ を

補 完 す る 施 設 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に つ い て 次 項 に 規 定 す る 耐

震 性 能 を 確 保 す る た め に 講 じ る べ き 措 置 と し て 次 に 掲 げ る 措 置 と す る 。 

 
一 排 水 施 設 又 は 処 理 施 設 の 周 辺 の 地 盤 （ 埋 戻 し 土 を 含 む 。 次 号 及 び 第 四 号 に

お い て 同 じ 。 ） に 液 状 化 が 生 ず る お そ れ が あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 排 水 施

設 又 は 処 理 施 設 の 周 辺 の 地 盤 の 改 良 、 埋 戻 し 土 の 締 固 め 若 し く は 固 化 若 し く

は 砕 石 に よ る 埋 戻 し 又 は 杭 基 礎 の 強 化 そ の 他 の 有 効 な 損 傷 の 防 止 又 は 軽 減

の た め の 措 置 

 

二 排 水 施 設 又 は 処 理 施 設 の 周 辺 の 地 盤 に 側 方 流 動 が 生 ず る お そ れ が あ る 場

合 に お い て は 、 護 岸 の 強 化 又 は 地 下 連 続 壁 の 設 置 そ の 他 の 有 効 な 損 傷 の 防 止

又 は 軽 減 の た め の 措 置 

 

三 排 水 施 設 又 は 処 理 施 設 の 伸 縮 そ の 他 の 変 形 に よ り 当 該 排 水 施 設 又 は 処 理

施 設 に 損 傷 が 生 ず る お そ れ が あ る 場 合 に お い て は 、 可 撓
と う

継 手 又 は 伸 縮 継 手 の

設 置 そ の 他 の 有 効 な 損 傷 の 防 止 又 は 軽 減 の た め の 措 置 

 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 施 設 に 用 い ら れ る 材 料 、 施 設 の 周 辺 の 地 盤 そ

の 他 の 諸 条 件 を 勘 案 し て 、 次 項 に 規 定 す る 耐 震 性 能 を 確 保 す る た め に 必 要 と

認 め ら れ る 措 置 

 

２ 耐 震 性 能 は 、 重 要 な 排 水 施 設 （ 地 域 の 防 災 対 策 上 必 要 と 認 め ら れ る 施 設 の 下

水 を 排 除 す る た め に 設 け ら れ る 排 水 施 設 そ の 他 の 都 市 機 能 の 維 持 を 図 る 上 で

重 要 な 排 水 施 設 又 は 破 損 し た 場 合 に 二 次 災 害 を 誘 発 す る お そ れ が あ り 、 若 し く

は 復 旧 が 極 め て 困 難 で あ る と 見 込 ま れ る 排 水 施 設 （ こ れ ら を 補 完 す る 施 設 を 含

む 。 ） を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 及 び 処 理 施 設 に つ い て は 次 に 掲 げ

る と お り と し 、 重 要 な 排 水 施 設 以 外 の 排 水 施 設 に つ い て は 第 一 号 の と お り と す

る 。 

 

一 レ ベ ル 一 地 震 動 （ 排 水 施 設 及 び 処 理 施 設 の 供 用 期 間 に 発 生 す る 確 率 が 高 い

地 震 動 を い う 。 ） に 対 し て 、 所 要 の 構 造 の 安 定 を 確 保 し 、 か つ 、 当 該 排 水 施

設 及 び 処 理 施 設 の 健 全 な 流 下 能 力 及 び 処 理 機 能 を 損 な わ な い こ と 。 

 

二 レ ベ ル 二 地 震 動 （ 排 水 施 設 及 び 処 理 施 設 の 供 用 期 間 に 発 生 す る 確 率 が 低 い

が 、 大 き な 強 度 を 有 す る 地 震 動 を い う 。 ） に 対 し て 、 生 じ る 被 害 が 軽 微 で あ

り 、 か つ 、 地 震 後 の 速 や か な 流 下 能 力 及 び 処 理 機 能 の 回 復 が 可 能 な も の と し 、

当 該 排 水 施 設 及 び 処 理 施 設 の 所 期 の 流 下 能 力 及 び 処 理 機 能 を 保 持 す る こ と 。

 

（ 排 水 管 の 内 径 及 び 排 水 渠
き ょ

の 断 面 積 の 数 値 ）  



第 十 一 条 の 四 条 例 第 十 四 条 の 五 第 一 項 （ 条 例 第 十 九 条 の 二 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 数 値 は 、 排 水 管 の 内 径 に あ つ て は 百 ミ リ

メ ー ト ル （ 自 然 流 下 に よ ら な い 排 水 管 に あ つ て は 、 三 十 ミ リ メ ー ト ル ） と し 、

排 水 渠 の 断 面 積 に あ つ て は 五 千 平 方 ミ リ メ ー ト ル と す る 。 

 
（ 占 用 許 可 の 手 続 ） （ 占 用 許 可 の 手 続 ） 

第 十 二 条 条 例 第 十 七 条 （ 第 十 九 条 の 二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規

定 に よ る 占 用 許 可 願 を 提 出 す る と き は 、 次 の 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

変 更 及 び 廃 止 の 場 合 も 同 様 と す る 。 

第 十 二 条 条 例 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 占 用 許 可 願 を 提 出 す る と き は 、 次 の 書 類

を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 変 更 及 び 廃 止 の 場 合 も 同 様 と す る 。 

一 占 用 の 位 置 及 び 付 近 を 表 示 し た 図 面 一 占 用 の 位 置 及 び 付 近 を 表 示 し た 図 面 

二 工 作 物 を 設 置 し よ う と す る と き は 、 そ の 設 計 書 及 び 図 面 二 工 作 物 を 設 置 し よ う と す る と き は 、 そ の 設 計 書 及 び 図 面 

三 下 水 道 敷 の 占 用 が 、 隣 接 の 土 地 又 は 家 屋 所 有 者 に 利 害 関 係 が あ る と 認 め

ら れ る も の は 、 隣 接 土 地 又 は 家 屋 所 有 者 の 同 意 書 

三 下 水 道 敷 の 占 用 が 、 隣 接 の 土 地 又 は 家 屋 所 有 者 に 利 害 関 係 が あ る と 認 め

ら れ る も の は 、 隣 接 土 地 又 は 家 屋 所 有 者 の 同 意 書 

（ 減 免 申 請 ） （ 減 免 申 請 ） 

第 十 三 条 条 例 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 減 免 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に す る 。 第 十 三 条 条 例 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 減 免 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に す る 。 

一 震 災 、 風 水 害 、 火 災 、 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 災 害 を 受 け て 支 払 が 困 難 と

認 め ら れ る と き 。 

一 震 災 、 風 水 害 、 火 災 、 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 災 害 を 受 け て 支 払 が 困 難 と

認 め ら れ る と き 。 

二 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 四 十 四 号 ） の 適 用 を 受 け て い る 者 で あ

る と き 。 

二 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 四 十 四 号 ） の 適 用 を 受 け て い る 者 で あ

る と き 。 

三 そ の 他 、 特 に 市 長 が 認 め た 場 合 三 そ の 他 、 特 に 市 長 が 認 め た 場 合 

２ 前 項 に 該 当 す る も の で 減 免 を 受 け よ う と す る と き は 、 そ の 旨 を 市 長 に 申 請

し な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 に 該 当 す る も の で 減 免 を 受 け よ う と す る と き は 、 そ の 旨 を 市 長 に 申 請

し な け れ ば な ら な い 。 

（ 様 式 ） （ 様 式 ） 

第 十 四 条 条 例 及 び こ の 規 則 を 施 行 す る に 必 要 な 文 書 の 様 式 は 、 別 表 に 掲 げ る

と お り と す る 。 

第 十 四 条 条 例 及 び こ の 規 則 を 施 行 す る に 必 要 な 文 書 の 様 式 は 、 別 表 に 掲 げ る

と お り と す る 。 

別 表 別 表 

 

様 式 番 号 名 称 根 拠 条 文 

提 出
部 数 

  

様 式 番 号 名 称 根 拠 条 文 

提 出
部 数 

 

 様 式 第 一 号 排 水 設 備 新 設 等 確 認 （ 変 更 ） 申 請 書 条 例 第 五 条 一   様 式 第 一 号 排 水 設 備 新 設 等 確 認 （ 変 更 ） 申 請 書 条 例 第 四 条 一  

 様 式 第 二 号 総 代 人 選 定 （ 変 更 ） 届 規 則 第 五 条 一   様 式 第 二 号 総 代 人 選 定 （ 変 更 ） 届 規 則 第 五 条 一  

 様 式 第 三 号 排 水 設 備 等 工 事 竣 工 届 条 例 第 六 条 一   様 式 第 三 号 排 水 設 備 等 工 事 竣 工 届 条 例 第 六 条 一  

 

様 式 第 四 号 排 水 設 備 検 査 済 証 

条 例 第 六 条

二 項 

    

様 式 第 四 号 排 水 設 備 検 査 済 証 

条 例 第 六 条

二 項 

   

 

様 式 第 五 号 

下 水 道 使 用 （ 開 始 、 所 有 者 名 義 変 更 、

廃 止 、 使 用 者 変 更 、 再 開 、 中 止 、 用
条 例 第 十 条 一 

  

様 式 第 五 号 
下 水 道 使 用 （ 開 始 、 所 有 者 名 義 変 更 、

廃 止 、 使 用 者 変 更 、 再 開 、 中 止 、 用
条 例 第 十 条 一 

 



途 変 更 ） 届 途 変 更 ） 届 

 
様 式 第 六 号 悪 質 下 水 排 除 開 始 （ 再 開 ） 届 

条 例 第 十 一

条 

一 
  

様 式 第 六 号 悪 質 下 水 排 除 開 始 （ 再 開 ） 届 

条 例 第 十 一

条 

一 
 

 

様 式 第 七 号 悪 質 下 水 排 除 廃 止 （ 休 止 ） 届 

条 例 第 十 一

条 二 項 

一 
  

様 式 第 七 号 悪 質 下 水 排 除 廃 止 （ 休 止 ） 届 

条 例 第 十 一

条 二 項 

一 
 

 

様 式 第 八 号 悪 質 下 水 の 除 害 施 設 工 事 竣 工 届 

規 則 第 七 条

一 項 

一 
  

様 式 第 八 号 悪 質 下 水 の 除 害 施 設 工 事 竣 工 届 

規 則 第 七 条

一 項 

一 
 

 

様 式 第 九 号 悪 質 下 水 除 害 施 設 工 事 検 査 済 証 

規 則 第 七 条

二 項 

    

様 式 第 九 号 悪 質 下 水 除 害 施 設 工 事 検 査 済 証 

規 則 第 七 条

二 項 

   

 

様 式 第 十 号 納 入 通 知 書 

条 例 第 十 二

条 二 項 

    

様 式 第 十 号 納 入 通 知 書 

条 例 第 十 二

条 二 項 

   

 

様 式 第 十 一 号 下 水 道 使 用 料 （ 占 用 料 ） 減 免 申 請 書
規 則 第 十 三

条 二 項 

一 
  

様 式 第 十 一 号 下 水 道 使 用 料 （ 占 用 料 ） 減 免 申 請 書
規 則 第 十 二

条 二 項 

一 
 

 

様 式 第 十 二 号 臨 時 排 水 量 の 申 請 書 

条 例 第 十 二

条 四 項 

一 
  

様 式 第 十 二 号 臨 時 排 水 量 の 申 請 書 

条 例 第 十 二

条 四 項 

一 
 

 

様 式 第 十 三 号 製 氷 業 等 汚 水 排 除 量 申 告 書 

条 例 第 十 三

条 二 項 三 号 

一 
  

様 式 第 十 三 号 製 氷 業 等 汚 水 排 除 量 申 告 書 

条 例 第 十 三

条 二 項 三 号 

一 
 

 

様 式 第 十 四 号 

下 水 道 使 用 行 為 （ 変 更 ） 許 可 申 請 書 条 例 第 十 五

条 （ 条 例 第 十

九 条 の 二 に

お い て 準 用

す る 場 合 を

含 む 。 ） 
一 

  

様 式 第 十 四 号 

下 水 道 使 用 行 為 （ 変 更 ） 許 可 申 請 書 条 例 第 十 五

条 

一 

 

 

様 式 第 十 五 号 

下 水 道 占 用 物 件 （ 変 更 、 廃 止 ） 許 可

願 

条 例 第 十 七

条 （ 条 例 第 十

九 条 の 二 に

お い て 準 用

す る 場 合 を

含 む 。 ） 

二 

  

様 式 第 十 五 号 

下 水 道 占 用 物 件 （ 変 更 、 廃 止 ） 許 可

願 

条 例 第 十 七

条 

二 

 

  

 


